
純損失の金額の繰戻し
に よ る 還 付 金 額

分離課税の土地建物等の譲渡所得に対する

税額、一般株式等の譲渡所得等に対する税

額、上場株式等の譲渡所得等に対する税

額、分離課税の上場株式等の配当所得等に

対する税額及び分離課税の先物取引の雑所

得等に対する税額を除く。
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純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付金額の計算書

(通知書の別表の「損失の繰戻し」の「還付金の額に相当する所得税額」の金額は、
この計算書によって計算してあります。 )

殿年分 氏　名


